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I. NACCSセンターへの利用申込（外為法関係業務の利用者IDの取得）

NACCSセンターのHP上で申込みを行います。

経産省のHPでも、『NACCSセンターへの利用申込ガイダンス』として、WEB上の利用申込手続きについて、マニュアルを
ご用意しております。

NACCS 外為法業務の利用者IDは、V1で始まる会社に一つの利用者コード（上５桁）と、社内で使い分ける識別
番号（下３桁の枝番）の８桁で構成されます。

利用者コード V1XXX（５桁）＋ 識別番号 F0A, F0B, F0C,…（３桁）

NACCSパッケージソフトをインストールするパソコン台数を申込時に記載ください。何台でも無料でインストールできます。

NACCSパッケージソフトのインストールやデジタル証明書の取得／再発行は、NACCSセンターHPの『NACCSのご利用
方法』内にあるページをご参照ください。

利用申込日から起算して、７営業日後（※）がシステム利用開始日になります！

（※）2019年4月より利用開始までの期間が短縮されました。

※システム利用開始日までに、経済産業省への申請者届出を行ってください。
経済産業省への利用者IDの申請者情報の登録が完了しないと、電子申請を行うことが
できません！

先ずは、NACCSセンターへの利用申込の手続きから開始ください。

Ⅲ．経済産業省への
申請者届出を忘れずに！



I. NACCSセンターへの利用申込（外為法関係業務の利用者IDの取得）

NACCSセンター トップページ → NACCS掲示板 → 申込手続（NSS) → 新規申込をクリック！
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I. NACCSセンターへの利用申込（外為法関係業務の利用者IDの取得）

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請

経産省のHPでも、『NACCSセンターへの利用申込ガイダンス』として、
WEB上の利用申込手続きについて、マニュアルをご用意しております。

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/01_new/202002
17_center.pdf 4

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/01_new/20200217_center.pdf


「論理端末数」は、利用するパソコンの台数です。

※一つのIDで、複数のパソコンへのNACCSパッケージソフトの
インストールが可能です。 「使用するパソコン台数（システム
使用する担当者数）＝論理端末数」とお考えください。

(例) 担当者が5名いるので、各人のPCにNACCSパッケージ
ソフトをインストールしたい場合は、「５」と半角数字入力。

(例) 担当者は10数名いるが、社内セキュリティの都合上で、
スタンドアロンPC一台のみに、NACCSパッケージソフトをインス
トールしたい場合は、「１」と半角数字入力。

※申込み画面で入力した「利用端末数(PC台数)」に応じて、
「デジタル証明書」が発行されます。証明書の有効期限は1年
ですが、再発行や追加取得(PC増設)も自在です。

※日常使用するPCにソフトをインストールしておけば、有効期
限が切れる2ヶ月前に、PC画面右下のポップアップ表示から、
デジタル証明書の更新が自動で案内されます。

I. NACCSセンターへの利用申込（外為法関係業務の利用者IDの取得）

『NACCSセンターへの利用申込ガイダンス』（手順マニュアルPDF)

主なポイントは、2箇所あります！

1. NACCSパッケージソフトをインストールするパソコン台数を申込時に記載ください。
（利用申込手順マニュアルPDF：23頁 【20】論理端末・証明書の入力）

2. 料金プランの入力は、「基本＋従量」ではなく、「従量のみ」を選択してください。
（利用申込手順マニュアルPDF：24頁 【21】料金プランの入力）

5

論理端末・証明書の入力：使用する「パソコン台数」を登録



I. NACCSセンターへの利用申込（外為法関係業務の利用者IDの取得）

『NACCSセンターへの利用申込ガイダンス』（手順マニュアルPDF)

主なポイントは、2箇所あります！

1. NACCSパッケージソフトをインストールするパソコン台数を申込時に記載ください。
（利用申込手順マニュアルPDF：23頁 【20】論理端末・証明書の入力）

2. 料金プランの入力は、「基本＋従量」ではなく、「従量のみ」を選択してください。
（利用申込手順マニュアルPDF：24頁 【21】料金プランの入力）

6

料金プランの入力：「従量のみ」を選択して「次へ進む」

「料金プランに関する項目」と「請求先入力」画面では・・・

「料金プランに関する項目」では、適用料金プランを選択する必要が
ありますが、NACCS外為法関連業務の利用料金は経済産業省で
負担しておりますので、ご利用者への課金はありません。

※「従量のみ」を選択すれば課金されず、無料で利用できます。

後続の「請求先 入力」 画面についても、入力不要です。
請求先等についての欄には記入せず、そのまま画面右下の「申込み
内容確認へ進む」というボタンをクリックするのみで手続き完了です。
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II. 利用者IDの構成について

利用者IDは、V1で始まる5桁＋識別番号3桁の8桁構成です

利用者ＩＤ（８桁構成）

Ｖ１ＸＸＸ Ｆ０Ａ

利用者コード
（上５桁）

識別番号
（下３桁）

利用者コードは、V1で始まる5桁で、法人毎に取得します。
※通関申告業務を行う利用者コードとは異なるコード体系です（通関業者が、外為法に係る輸出入許可承認の代理申請を行う場合は、輸出入者としての
利用者コードが必要になります。また、輸出入者が自社通関を行う場合は、通関申告業務を行う利用者IDが必要です）。

利用者コードに続く 識別番号3桁は、同一法人内での申請種類ごとに使い分ける枝番です。
※代表者から申請する包括輸出許可のみであれば、枝番は一つ（F0A）です。 代表者が委任した各事業部長名での許可証の交付を希望する場合は、
枝番は社長（F0A）に加えて、委任された各事業部長名（F0B, F0C, F0D…）が必要です。

※すべて代表者名での許可証の交付を希望し、かつ各事業部門ごとに申請を管理したい場合には、部門毎に枝番を取得することも可能です。

枝番は、申請業務を行う担当者の数ではありません！！※枝番に関するケーススタディは次頁参照。
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II. 利用者IDの構成について

利 用 者 I D の 枝 番 に 関 す る Q & A

代表者が事業部門長に申請を委任し、事業部門長名で
ライセンスを取得します。事業部内には、複数の担当者が
いるので、申請を行う担当の人数分のIDが必要ですか？

個別輸出許可の申請が年間30～50件あり、それぞれ異
なる担当者で同時期に申請するため、F0Aのみの一つの
IDでは同時ログインできない等の不都合はありますか？

社内規則で、A事業部での申請を、B事業部の担当者が
見てはいけないという部門毎の情報管理が義務づけられて
います。ともに代表者名のライセンス交付を希望しますが、
同じF0Aからの申請で、分けて管理することはできますか？

水産物のILを申請する九州事業所と、かにの事前相談を
行う北海道事業所で、申請手続き毎に管理したいです。
ともに代表者名でのライセンス交付を希望しますが、同じ
代表者名であっても、IDの枝番を分けて取得できますか？

代表者のF0Aと、委任される事業部門長のF0Bといった枝番
２つを取得ください。なお、部署内で実務を行う担当者分の
ID枝番は不要です。 【次頁で詳しく解説します】

複数の担当者が同じIDを使用して、NACCSシステムに同時
ログインすることは可能です。個別輸出許可の申請を、複数の
部署から同時並行で申請することも可能です。

枝番の追加取得が必要です。A事業部から社長名での申請
のためのF0Aと、B事業部から社長名での申請のためのF0Bと
いった枝番を２つ取得することで、事業部門毎に情報管理を
行うことは可能です。 【次頁で詳しく解説します】

枝番を分けて取得することが可能です。すべて代表者名義の
ライセンス交付を希望する場合であっても、本店F0A・九州事
業所F0B・北海道事業所F0Cといった各事業所毎に分けて、
申請手続き毎に管理することも可能です。

電子申請を始めて行うので、利用者IDは、先ずF0A一つ
のみ取得します。その後、枝番を追加する場合、どのような
手続きが必要ですか？どのくらいの日数がかかりますか？

F0Aを取得後、枝番を追加したい場合は、NACCSセンターの
WEB又はヘルプデスク（0120-794-550）からお申し込み
ください。上限数はありません。2日程度で追加取得できます。
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II. 利用者IDの構成について

申 込 み が 必 要 な 識 別 番 号 の 数 は 、 ラ イ セ ン ス 名 義 と お 考 え く だ さ い 。
申 請 業 務 を 行 う 実 務 担 当 者 の 数 で は あ り ま せ ん ！

社長名で申請している場合

社長から委任を受けた専務名で申請している場合

社長から委任を受けた各事業部長名で申請している場合

申請

申請委任

社長名

専務名

事業部長名

F0A

F0D

F0C

F0B

申請

申請

申請

F0A

委任

F0A

包括許可等、代表者名で申請を行い、
代表者名でライセンスが交付される電子
申請のみ利用する場合は、識別番号は
F0Aのみ取得ください。

代表者が専務に申請を委任して、専務
名で申請を行い、専務名でライセンスが
交付される場合は、代表者名でのF0A
に加えて、委任される専務名のF0Bの
取得が必要です。

同じく、代表者が複数の事業部門長に
申請を委任して、それぞれの事業部長
名で申請を行い、事業部長名でライセ
ンスが交付される場合も、代表者名での
F0Aに加えて、委任される事業部長の
数だけ、F0B, F0C, F0Dと続く枝番の
取得が必要です。

F0B

事業部長名
事業部長名
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II. 利用者IDの構成について

事 業 部 門 毎 に 申 請 に 関 す る 情 報 を 管 理 し た い 場 合
ラ イ セ ン ス 名 義 は 同 じ 代 表 者 で 、 枝 番 を 分 け る こ と が 可 能 で す ！

同一社内で、4種類の申請手続きをすべて代表者名で申請し、
事業部毎に分けて管理したい場合

大阪本社のA事業部では
一般包括輸出許可を管理

同一社内での申請が多岐に亘る
等、事業部門毎に、申請手続きを
管理したい場合は、F0A, F0B, 
F0C,…といった識別番号(枝番)を
取得して、事業部毎に管理して、
申請はすべて代表者名で行うことも
可能です。

ただし、識別番号(枝番)の異なる
IDから、原許可証の更新／訂正
はできません。

（注意）
A事業部からF0AのIDで申請して
取得した原許可証を、B事業部の
F0BのIDを使って、更新申請する
ことはできません！

社長名

一般包括許可証

社長名

輸出許可証

社長名

輸入承認証

社長名

事前確認（かに）

名古屋支社のB事業部では
輸出許可を管理

東京支社のC事業部では
いかのIQ／ILを管理

東京支社のD事業部では
かにの事前確認を管理

社長名で申請

F0A

社長名で申請

F0B

社長名で申請

F0C

社長名で申請

F0D
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III. 経済産業省への申請者届出（システムへの申請者情報の登録）

NACCS利用申込で取得した利用者IDについて、経済産業省への申請者届出が必要です。

※NACCSセンターから通知されたシステム利用開始日までに、経済産業省への申請者届出を
行ってください。

NACCSセンターから通知された利用者IDに紐付く申請者情報（社名、所在地、代表者名、連絡先等）を、
経済産業省 貿易管理部 電子化・効率化推進室あてに届出てください。

経済産業省への申請者届出については、経済産業省HP内の「貿易管理」内のページで、必要書類をご案内し
ています。

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/02_application
/shinsei.html

申請者届出の受領後、１～２日にてシステム登録を完了し、その旨を通知します。

NACCSセンターから通知された利用開始日を過ぎれば、
電子申請は利用できますか？ NACCSセンターから利用者IDを取得したら、経済産業省への

利用者IDの申請者情報を速やかに届出ください。

NACCSセンターへの利用申込みは完了しました… 経済産業省への利用者IDの申請者届出が
完了しないと、電子申請はできません！

経済産業省へ申請者届出を失念して、NACCSセンター
から通知された利用開始日を過ぎてしまいました…
今からでも、経済産業省への届出は間に合いますか？
NACCSセンターへの手続きが再度、必要ですか？

NACCSセンターへの再手続きは不要です。
利用開始日を過ぎていても、速やかに、経済産業省への申請
者届出を行い、手続きが完了すれば、電子申請をご利用いた
だけます。 ※急ぐ場合はご相談ください。

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/02_application/shinsei.html
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III. 経済産業省への申請者届出（システムへの申請者情報の登録）

※経済産業省への申請者届出の手続きは、下記ＵＲＬをご参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/02_application/shinsei.html

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 →
電子申請 → 経済産業省への申請者届出手続（登録・変更・廃止）

電子申請を行うためには、NACCSセンターから取得した利用者IDについて、経済産業省へ申請者情報の届出が必要です。
下記URLから、経済産業省への申請者届出手続の必要書類を作成して、電子化・効率化推進室あてに提出ください。
なお、書類を提出する前のドラフトチェックも行っております。 bzl-qqfcbj@meti.go.jp あてに、件名「申請者届出 ドラフトチェ
ック希望」として送付ください。

mailto:qqfcbj@meti.go.jp
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III. 経済産業省への申請者届出（システムへの申請者情報の登録）

※申請者届出（新規登録）に必要な書類は、WEBから所定様式をダウンロードください。

【必要書類】
○ 申請者届出書（所定様式）
○ 届出理由書
〇 届出事項が事実であることを証する書類〔登記簿謄本等（届出日から６月前以内に取得したもの又は当該書類に有効期間がある

場合には、当該有効期間内のものに限る。）〕
△ 委任状（代表権者から委任された代表権を有しない者が届出を行う場合に必要 ※識別番号F0B以降の枝番で申請する場合）
△ 返信用封筒〔宛先と簡易書留用の切手が貼付されたもの ※レターパック推奨〕

注意事項
1.ドラフトチェックでは、申請者届出書／理由書の記載内容を確認し
ます。 正しくは『届出事項が事実であることを証する書類』との照合が
必要です。

2.委任状は、代表権者F0Aから申請であれば、作成は不要です。代
表権を有しない者が、代表者の代理で申請する場合（F0B以降の
枝番を登録する場合）委任状が必要です。申請の実務担当者への
委任状ではありません。

3.返信用の封筒は、登録が完了した後で、「申請者届出受領確認(
システム登録確認)事務連絡」と「新規導入時ガイド」を送付するため
のものですが、前者は特に公印があるものではなく、後者は公表資料
ですので、電子媒体のメールで送付を希望される場合、返信用の封
筒は不要です。

4.申請者届出の書類は、郵送で提出ください。書類が届き次第、順
次、登録いたします。書類に不備が無ければ、登録に１~2日程度か
かります。なお、登録に際して特別に急ぐ事情がある場合（原許可証
の更新期限が近い等）、申請者届出書の備考欄にその内容を記載
ください。

※申請者届出書、届出理由書への記載事項についての
留意点は、次頁で詳しく解説します。
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III. 経済産業省への申請者届出（システムへの申請者情報の登録）

「申請者届出書」の記載例（１頁目）
※代表権者F0Aによる電子申請しか行わない場合は、１頁目の提出のみで、２頁目以降は不要です。

注意事項

1. 標題は、「△登録／△変更／△廃止」のうち、該当する内容（新規の
届出であれば△登録）を残して、他を二重線で消してください。

2. １頁目の「NACCS利用者ID」は、代表権者F0Aに関する事項について
記載ください。

3. 「電子メールアドレス」は、代表者のメールアドレスの入力ではありません。
電子申請が行われると、審査官又はシステム担当から自動配信メールが
届く宛先になります。日中、連絡が取れる実務担当者のメールアドレスを
登録ください。
※担当者の人事異動が頻繁な場合、長期出張の不在が多い場合等、
「電子メールアドレス」は、複数名で管理できる「業務メールアドレス」での
登録を推奨します。

4. 備考欄には、担当者(書類作成者)の連絡先と、NACCS利用開始日、
13桁の法人番号を記載ください。法人番号は、国税庁のWEBから確認
できます。また、登録に際して特別に急ぐ事情がある場合（原許可証の
更新期限が近い等）、その内容を記載ください。

F0A
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III. 経済産業省への申請者届出（システムへの申請者情報の登録）

「申請者届出書」の記載例（２頁目以降）
代表権者から委任された代表権を有しない者が届出を行う場合に、記載が必要です。

※識別番号F0B以降の枝番にて、電子申請を行う場合の登録※

注意事項

1. 「申請者届出書」の2頁目以降は、代表権を有する者から申請者
として委任を受けたNACCS利用者IDの枝番F0B, F0C, …として
登録した者すべてを記載します。担当者の登録ではありません！

2. 代表者との委任関係を示す委任状の提出も必要です。

3. 「電子メールアドレス」は、電子申請が行われると、審査官又はシス
テム担当から自動配信メールが届く宛先になります。日中、連絡が
取れる実務担当者のメールアドレスを登録ください。

※担当者の人事異動が頻繁な場合、長期出張の不在が多い場合、
電子メールアドレスは、複数名で管理できる「業務メールアドレス」での
登録を推奨します。

F0B

F0C
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注意事項

1. 届出理由部分には、参考文をそのまま残すのでは無く、実際に電子
申請を行う手続きと根拠法令のみ記載し、カッコ内に表記されている
内容につきまして不要な部分は排除し、カッコ書きを外してください。

2. 「なお」以下の実績は、税関への申告件数ではなく、経済産業省への
外為法関連の申請件数について、直近実績を概数で記載ください。

(例）
◆当社は、工作機械部品等の貨物の輸出を行っており、NACCS外為

法関連業務を利用して輸出貿易管理令別表第一に掲げる貨物の輸
出許可申請を行いたいため、申請者届出をいたします。 なお
、当社の輸出許可申請実績については、2019年度で約10件となって
おります。

◆当社は、水産物加工品の輸入を行っており、NACCS外為法関連業
務を利用して、輸入公表に掲げる貨物の輸入割当及び輸入承認申
請を行いたいため、申請者届出を提出いたします。
なお、当社の輸入承認申請実績については、2019年度で30件程度
となっております。

III. 経済産業省への申請者届出（システムへの申請者情報の登録）

「届出理由書」の記載例
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III. 経済産業省への申請者届出（システムへの申請者情報の登録）

NACCS業務メニュー：JAI 申請者情報照会
※登録完了を通知する「申請者届出受領確認」の事務連絡が届いたら（※）

NACCSシステムにログインして、「JAI 申請者情報照会」画面から、登録内容を必ずご確認ください

別添マニュアル
【1】申請者登録状況の確認
（JAI 申請者情報照会）

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/01
_jai.pdf

申請者届出の書類が届き次第、経済産業省 電子化・効率化推進室
にて、順次、システムに申請者情報を登録いたします。

登録が完了した後で、「申請者届出受領確認(システム登録確認)事務
連絡」と「新規導入時ガイド」を、郵送又は電子メールにて、申請担当者
あてに送付します。

登録完了通知が届いたら、NACCSシステムの業務メニュー：JAI申請者
情報照会にて、ライセンスに表示される申請者名や住所等の申請者情報
が正しく登録されているか、必ず、電子申請を行う前にご確認ください。

【NACCS業務メニュー：JAI 申請者情報照会】の操作方法
について、左記QRコードから、URLにアクセスして、１クリック
１画面キャプチャでの操作マニュアルをダウンロードできます。
※主なポイントは次頁で解説します！

なお、システムに登録された申請者情報に誤りがある場合、経済産業省
電子化・効率化推進室まで、速やかにご連絡ください。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/01_jai.pdf
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III. 経済産業省への申請者届出（システムへの申請者情報の登録）

NACCS業務メニュー：JAI 申請者情報照会の操作手順

１．NACCSパッケージソフトをダウンロードしたPCから、画面上の 「N」 マークのショートカットをダブルクリックして、
初期画面を立ち上げ、外為法関連業務から、「JAI 申請者情報照会」をクリックして画面を呼び出します。

NACCSパッケージソフト初期画面

業務メニュー 最下部の＜外為
法関連業務＞の十字をクリック
して広げると、業務コードが広が
り、「JAI 申請者情報照会」が
選択できます。
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III. 経済産業省への申請者届出（システムへの申請者情報の登録）

NACCS業務メニュー：JAI 申請者情報照会の操作手順

２．「JAI 申請者情報照会」の画面で、申請者の「NACCS
利用者コード」を入力して、「送信」ボタンを押します。

３．利用者IDに紐付いた申請者情報が表示されます。
登録された内容が正しいか、確認してください。

V1で始まる利用者コード
５桁を入力

送信ボタンを押す

JAI 申請者情報照会の画面
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III. 経済産業省への申請者届出（システムへの申請者情報の登録）

申 請 者 届 出 （ 新 規 ） に 関 す る Q & A

申請者届出書・理由書のドラフトチェックは、お願いすべき
ですか？ どのくらいの日数が係りますか？

NACCSセンターへ利用申込をしてIDを取得しましたが、経
産省への申請者届出を失念してしまいました。数ヶ月経過
してしまいましたが、今からでも間に合いますか？

届出事項が事実であることを証する書類として、登記簿謄
本等は、原本での提出が必要ですか？

登記簿謄本の入手に時間が係ります。代替できる書類は
ありますか？
入手次第、原本を追って提出するので、申請者届出書・
理由書にて、システム登録を先にお願いできますか？

希望される場合、ドラフトチェックを１～２日で行います。
正式には、「届出事項が事実であることを証する書類（登記
簿謄本等）」と記載内容を照合し、システム登録を行います。

間に合います。NACCSセンターから通知された利用開始日、
経産省から通知される申請者情報の登録完了日の、どちらか
遅い時点から、電子申請を利用することができます。

登記簿謄本等は、原本での提出をお願いしています。返送が
必要な場合は、返信用封筒を提出の際に同封ください。

包括許可証の更新期限が迫っています。申請者届出書
の登録は、どのくらいの日数が係りますか？ 登録を急いで
お願いしたい場合は、どうしたらよいですか？

提出書類に不備が無ければ、１~2日で登録が完了します。
なお、特別に急ぐ事情がある場合は、申請者届出書の備考
欄にその内容を記載ください。

申請者届出書の担当者メールアドレスは、複数者を登録
することができますか？

担当者メールアドレスは、一つしか登録できません。複数名の
担当者で共有できる業務メールアドレスの登録を推奨します。

やむを得ない事情から、登記簿謄本等の入手に時間を要する
場合には、公的な書類（公共利用料金の領収書等）や
WEB公表物を代替として、申請者届出書類に添付ください。
登記簿謄本等は、後日、入手次第、速やかに郵送ください。



IV. NACCSパッケージソフトのインストール

NACCSパッケージソフトは、NACCSセンターWEBからダウンロードできます。

NACCSセンター トップページ → NACCS掲示板 → 申込手続（NSS) →
３ NSSの利用方法 から 「３パッケージソフト・デジタル証明書」をクリック！

21
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※NACCSパッケージソフトは、NACCS掲示板の利用申込サイト、下記ＵＲＬからダウンロードしてください。

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/use/ps/

IV. NACCSパッケージソフトのインストール

2.パッケージソフトダウン
ロードをクリック！

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/use/ps/
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V. デジタル証明書の再発行、担当者PC入れ替えに伴うソフトの再インストール

PC入れ替えに伴うパッケージソフトの再インストールや、デジタル証明書の有効期限切れの再発行や、追加取得についても、
NACCS掲示板の利用申込サイト、下記ＵＲＬからダウンロードしてください。

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/use/ps/

デジタル証明書の有効期限は
1年です。
有効期限が切れる2か月前に
パッケージソフトをインストールし
たPCの右下のポップアップ画面
で更新を知らせるメッセージが
届いて自動で更新できます。
更新期限が切れた場合には、
再発行の手続きが必要です。

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/use/ps/
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VI. 経済産業省への申請者情報の変更手続き（申請者変更届出）

※経済産業省への申請者届出の変更に関する手続きも、新規の届出と同様に、下記ＵＲＬをご参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/02_application/shinsei.html

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 →
電子申請 → 経済産業省への申請者届出手続（登録・変更・廃止）

ライセンスに表示される申請者名や住所等の申請者情報は、NACCS業務メニュー「JAI：申請者情報照会」から確認できます。
システムに登録された情報について、電子申請する前に必ずご確認いただき、登録情報に変更がある場合、速やかに経済産業省
への申請者届出（変更）をご提出ください。随時、変更は可能です。
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VI. 経済産業省への申請者情報の変更手続き（申請者変更届出）

※申請者届出（変更）に必要な書類も、新規の届出時と同様に、
WEBから所定様式をダウンロードできます。

【各手続共通のお知らせ】
新規届出／変更届出に共通した内容です。
書面での提出前のドラフトチェックも行っております。

【登録・追加の申請者届出手続】

【内容変更の申請者届出手続】
1. 電子メールアドレス、電話番号、FAX番号、

JASTPROコードの変更
2. 代表権者又は被委任者の変更
3. 住所の変更
4. 会社名の変更

【廃止の申請者届出手続】

https://www.meti.go.jp/policy/external
_economy/trade_control/05_naccs/02_
application/shinsei.html

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/02_application/shinsei.html
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VI. 経済産業省への申請者情報の変更手続き（申請者変更届出）

１．電子メールアドレス、電話番号、FAX番号の変更

【必要書類】
○ 申請者届出書（所定様式）
○ 届出理由書（変更の理由を記入）

注意事項
1.ドラフトチェックは、申請者届出書／理由書の
記載内容を確認します。 正しくは『届出事項が
事実であることを証する書類』と照合します。

2.委任状は、代表権者F0Aから申請であれば、
作成は不要です。代表権を有しない者が、代表
者の代理で申請する場合（F0B以降の枝番を
登録する場合）委任状を提出ください。申請の
実務担当者への委任状ではありません。

3.申請者届出の書類についても、新規登録時と
同様に、郵送で提出ください。書類が届き次第、
順次、登録いたします。登録に際して特別に急ぐ
事情がある場合（原許可証の更新期限が近い
等）、申請者届出書の備考欄に、その内容を
記載ください。

4.申請者届出書には、変更する箇所の記載を
お願いします。届出理由書に変更箇所について
明記いただき、その理由を記入ください。

5.登録内容の変更を急ぐ特別の事情があって、
届出事項が事実であることを証する書類（登記
簿謄本等）の入手に時間を要する場合、予め
ご相談ください。変更内容を証明できる対外向け
公表資料を代替として、変更登記が完了次第、
正式な証明書類をご提出ください。

２．代表権者又は被委任者の変更

【必要書類】
○ 申請者届出書（所定様式）
○ 届出理由書（変更の理由を記入）
△ 委任状（代表権者から委任された代表権を有しない者が届出を行う場合）
○ 届出事項が事実であることを証する書類（登記簿謄本、履歴事項証明書等）

※変更登記が間に合わない場合には、別途証明できるものをご相談ください。

３．住所の変更 ／ ４．会社名の変更

【必要書類】
○ 申請者届出書（所定様式）
○ 届出理由書（変更の理由を記入）
○ 届出事項が事実であることを証する書類（登記簿謄本、履歴事項証明書等）

※変更登記が間に合わない場合には、別途証明できるものをご相談ください。

申請者届出（変更）の登録が完了したら、 システム登録確認の事務連絡を電子メールにて、担当者あてに通知いたします。
※新規登録時のように、導入時ガイド等の送付物はないため、返信用封筒の同封は不要です。
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VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

申請者届出で登録した担当者に人事異動がありました。

質問１）担当者として、前任と後任の2名以上のメールアドレスを登録できますか？
質問２）人事異動が来月の場合、事前に、担当者メールアドレスの変更を登録できますか？
質問３）申請者届出で業務メールアドレスを登録しておけば、担当者変更の届出は不要ですか？

１．電子メールアドレスの変更について

回答

１）
「申請者届出書」の「メールアドレス欄」に記載するメールアドレスは、１つしか登録できません。
複数者のご担当者がいらっしゃる場合に、２つ以上のアドレスを記載することはできませんが、
複数者で共有する社内業務メールアドレスを作成して、その１つの業務メールアドレスを登録
することは可能です。

２）
担当者メールアドレスを含めて、申請者届出(新規／変更)は、有効となる日以前に予め届出
の手続きを行って、事前にシステムへの登録を完了させれば、有効となる日時点で変更内容が
更新されます。

３）
申請者届出書の「メールアドレス欄」に担当者個人ではなく業務メールアドレスを登録すれば、
業務メールアドレス自体に変更がなければ、共有する担当者の変更は社内で管理いただき、
申請者届出（メールアドレスの変更手続き）は不要です。
なお、電子申請を行うと、審査官から配信される通知メールは、申請者届出書の「メールアドレス」欄にて登録した
アドレスと、案件毎の申請書（.jetファイル）の「担当者メールアドレス」欄に記入したアドレスの２つに届きます。
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VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

代表取締役社長の交代が、来月の株主総会後に決定される予定です。

質問１）総会前に、予め申請者届出(変更)の手続きを行うことは可能ですか？
質問２）申請者変更の手続きをシステム上で完了すれば、現在申請中の案件で、株主総会後に

許可が下りた場合、電子ライセンスは新社長名で交付されますか？
質問３）既に交付された電子ライセンスの社長名も、旧社長から新社長に自動で更新されますか？

２．代表権者の変更について

旧社長名

輸出許可証

新社長名？

輸出許可証

回答

１）
代表取締役社長の交代を含めて、申請者届出(新規／変更)は、有効となる日以前に予め
届出の手続きを行って、事前にシステムへの登録を完了させれば、有効となる日時点で変更
内容が更新されます。

２）
電子ライセンスに転記される申請者(代表権者)名等の申請者情報は、申請時点にシステム
登録されている内容です。したがって、申請者情報の更新日(変更が有効となる日)より以前に
申請した案件について、変更日以降に許可が下りた場合、電子ライセンスに標記されるのは、
変更前の旧社長名です。
※新社長名の表示された電子ライセンスの交付を希望する場合は、申請者届出(変更)の手
続きの際に、ご相談ください。又は、審査中案件の担当審査官へご連絡ください。

３）
上記の通りです。申請者届出(変更)の手続きを完了すれば、審査中又は交付済み電子ライ
センスに、変更した申請者情報が電子ライセンスに自動で更新されるものではありません。

注意！
電子ライセンスに転記される
申請者情報は、申請時点に
登録されている内容です。



包括取扱要領の改正（2019年4月）：代表者名の変更届（様式第５）及び住居表示変更届（様式第６）の廃止
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VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

包括輸出許可証(電子)の有効期限内に、代表取締役社長の交代が予定されています。

質問１）原許可証(交付済みの電子ライセンス)を有効期限内に変更する必要はありますか？
質問２）代表権者の変更に係る届出は必要ですか？

２．代表権者の変更について

新 旧
法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表示の
変更の場合は、一般包括許可の変更を要しない。

法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表示の
変更の場合は、一般包括許可の変更の必要はないが、
代表者名変更届（様式第５）、住居表示変更届（様式第
６）を当該許可を受けた窓口へ当該許可証の写しとともに
速やかに提出しなければならない。

※ 特別一般包括及び特定包括も同様

回答

１）
代表権者が変更になっても、包括許可証の変更は不要です。 代表権者の変更に関して、原許可証の訂正申請を行う必要はありません。

２）
2019年4月の包括取扱要領の改正により、代表者変更届出（様式第5）の許可証交付窓口への提出も不要です。
したがって、代表権者の変更にともなう届出として、包括許可証との関係では、許可証交付窓口への手続きは要しません。
ただし、申請者届出通達により、届出事項に変更があった場合、速やかに電子化・効率化推進室あてに申請者届出(変更)をご提出ください。
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VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

一般包括輸出許可証(電子)の統括責任者及び該非確認責任者に変更が生じました。

質問１）交付済みの原許可証を有効期限内に変更する必要はありますか？
質問２）統括責任者及び該非確認責任者の変更に係る届出は必要ですか？
質問３）NACCSシステムの業務メニュー「JAJ：申請者届出呼出し」画面にて、変更内容を登録

すれば手続きは完了ですか？

２．代表権者の変更について

包括取扱要領の改正（2019年4月）：一般包括許可の統括責任者及び該非確認責任者を登録する様式a の廃止
新 旧

（削除） 申請時に統括責任者及び該非確認責任者に関する登録
書（様式a）１通を申請窓口に郵送又は提出すること。

統括責任者又は該非確認責任者が変更された場合は、
一般包括許可の変更の必要はないが、統括・該非確認
責任者変更届（様式aの２）を当該許可を受けた窓口へ速
やかに提出しなければならない。

回答

１）代表権者が変更になっても、包括許可証の変更は不要です。 代表権者の変更に関して、原許可証の訂正申請を行う必要はありません。

２）2019年4月の包括取扱要領の改正により、一般包括許可の統括責任者及び該非確認責任者を登録する様式a の許可証交付窓口へ
の提出も不要です。一般包括許可の統括責任者及び該非確認責任者については、NACCS業務メニュー「JAJ：申請者届出呼出し」にて、
登録内容を変更ください。 【次頁で詳しく解説します】

３）NACCS業務メニュー「JAJ：申請者届出呼出し」画面にて、申請者自らが登録できるのは、表示された画面(下)の該非判定責任者情報
のみです。表示された画面(上)の申請者情報については、申請者届出通達により、届出事項に変更があった場合、速やかに電子化・効率化
推進室あてに申請者届出(変更)をご提出ください。
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「 J A J：申請者届出呼び出し」からの該非判定責任者情報の登録方法

一般包括輸出許可の申請に際して、統括責任者及び該非確認責任者をNACCS業務メニューJAJから登録ください。

VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

① NACCS＜外為法関連業務＞より、「JAJ外為法 申請者届出呼び出し」をクリック
② 切り替わった「JAJ 申請者届出呼び出し」画面にて、区分とNACCS利用者IDを入力

◆区分は、次の３つから選択ください
「R:照会」 ／ 「A：新規登録」 ／ 「U:変更」

◆NACCS利用者IDは、V１で始まるNACCS利用者IDの8桁
③ 「送信」ボタンをクリック。 利用者IDに登録された申請者情報が表示されます（次頁へ）

①
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「 J A J：申請者届出呼び出し」からの該非判定責任者情報の登録方法

「JAJ：申請者届出呼出し」画面にて、申請者自らが登録／変更できるのは、表示された画面(下)の該非判定責任者情報のみです。

表示された画面(上)の申請者情報の登録／変更は、申請者届出通達により、電子化・効率化推進室あてに申請者届出の提出が必要です！

VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

④ 切り替わった画面の下部「該非判定責任者情報」（統括責任者と該非確認責任者に関する情報）を入力
⑤ 「送信」ボタンをクリック

統括責任者 役職 代表取締役社長
統括責任者 氏名 申請 太郎

該非確認責任者 役職 輸出管理室 室長
該非確認責任者 氏名 申請 次郎

注意！
画面上段の「申請者届出情報」に
記載された内容は、電子ライセンス
に標記される申請者情報です。

「申請者情報」の登録／変更は、
画面入力だけでは完了しません。

別途、経済産業省 電子化・効率
化推進室への申請者届出(変更)
手続きが必要です。
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VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

輸出入管理業務を行う事務所が移転したため、申請者届出の住所変更を希望します。本店移転で
はないため、登記上の変更はありません。

質問１）登記上の変更ない場合であっても、電子ライセンスに記載される住所変更が必要な場合、
申請者届出(変更)の手続きを行うことは可能ですか？

質問２）『届出事項が事実であることを証する書類』として、提出すべき代替はありますか？

３．住所の変更について

回答

１）
申請者届出の手続きでは、申請者届出書に記載された内容を、『届出事項が事実であることを証する書類』（登記簿謄本等）との整合性を
確認します。登記簿謄本等に記載された本店住所を、申請者情報として届出いただくのが望ましいです。
他方で、外為法関連の許可証について、登記上の本店とは異なる営業所（輸出入管理業務を行う事業所等）で管理することが社内規定で
定められている等の特段の事情がある場合は、その内容をご相談ください。

２）
上記のような特段の事情により、登記上の本店とは異なる営業所の住所を、申請者情報として登録する場合は、『届出事項が事実であることを
証する書類』として、当該営業所が実在することを証明する書類の提出が必要です。代替書類の一例としては、公共料金の支払い領収書等、
当該営業所の住所の記載された公的な証明書を、住所以外の情報を黒塗りした上で、ご提出ください。
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VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

本社移転が2ヶ月後に予定されています。

質問１）予め申請者届出(変更)の手続きを行うことは可能ですか？
質問２）申請者変更の手続きをシステム上で完了すれば、現在申請中の案件で、本社移転後に

許可が下りた場合、電子ライセンスには新住所が記載されますか？
質問３）既に交付された電子ライセンスも、旧住所から新住所に自動で更新されますか？

３．住所の変更について

旧住所

輸出許可証

新住所？

輸出許可証

回答

１）
本社移転等の住所変更を含めて、申請者届出(新規／変更)は、有効となる日以前に予め
届出の手続きを行って、事前にシステムへの登録を完了させれば、有効となる日時点で変更
内容が更新されます。

２）
電子ライセンスに転記される所在地等の申請者情報は、申請時点にシステム登録されている
内容です。したがって、申請者情報の更新日(変更が有効となる日)より以前に申請した案件
について、変更日以降に許可が下りた場合、電子ライセンスには変更前の旧住所が表示され
ます。
※新住所の表示された電子ライセンスの交付を希望する場合は、申請者届出(変更)の手続
きの際に、ご相談ください。又は、審査中案件の担当審査官へご連絡ください。

３）
上記の通りです。申請者届出(変更)の手続きを完了すれば、審査中又は交付済み電子ライ
センスに、変更した申請者情報が電子ライセンスに自動で更新されるものではありません。

注意！
電子ライセンスに転記される
申請者情報は、申請時点に
登録されている内容です。



包括取扱要領の改正（2019年4月）：代表者名の変更届（様式第５）及び住居表示変更届（様式第６）の廃止
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VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

包括輸出許可証(電子)の有効期限内に、事務所の住所変更が予定されています。

質問１）原許可証(交付済みの電子ライセンス)を有効期限内に変更する必要はありますか？
質問２）ライセンスに記載される本店所在地の変更に係る届出は必要ですか？

３．住所の変更について

新 旧
法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表示の
変更の場合は、一般包括許可の変更を要しない。

法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表示の
変更の場合は、一般包括許可の変更の必要はないが、
代表者名変更届（様式第５）、住居表示変更届（様式第
６）を当該許可を受けた窓口へ当該許可証の写しとともに
速やかに提出しなければならない。

※ 特別一般包括及び特定包括も同様

回答

１）住所表示に関する包括許可証の変更は不要です。 住所変更に関して、原許可証の訂正申請を行う必要はありません。

２）2019年4月の包括取扱要領の改正により、住所表示変更届出（様式第6）の許可証交付窓口への提出も不要です。
したがって、住所変更にともなう届出として、包括許可証との関係では、許可証交付窓口への手続きは要しません。

ただし、申請者届出通達により、届出事項に変更があった場合、速やかに電子化・効率化推進室あてに申請者届出(変更)を提出ください。
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VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

ケース【１】: 同一会社の社名変更
A社では、3ヶ月後に、社名をX社に名称変更します。

質問１）予め申請者届出(変更)の手続きを行うことは可能ですか？
質問２）申請者変更の手続きをシステム上で完了すれば、現在申請中の案件で、社名変更後に

許可が下りた場合、電子ライセンスには旧A社ではなく、新名称のX社が表示されますか？
質問３）既に交付された電子ライセンスも、旧A社ではなく、新名称のX社へ自動更新されますか？
質問４）原許可証やCP／CLに関して、社名変更の手続きは、NACCS届出で完結しますか？

４．会社名の変更について

回答

１）社名変更等の申請者届出(新規／変更)は、有効となる日以前に予め届出の手続きを行って、事前にシステムへの登録を完了させれば、
有効となる日時点で変更内容が更新されます。

２）電子ライセンスに転記される会社名等の申請者情報は、申請時点にシステム登録されている内容です。したがって、申請者情報の更新日(
変更が有効となる日)より以前に申請した案件について、変更日以降に許可が下りた場合、電子ライセンスには変更前の情報が表示されます。

３）上記の通りです。申請者届出(変更)の手続きを完了すれば、審査中又は交付済み電子ライセンスに、変更した申請者情報が電子ライセ
ンスに自動で更新されるものではありません。

４）社名変更は、申請者届出(変更)の他に、原許可証の訂正申請(社名変更)や、CP保有企業ではCP／CLの変更手続きが必要です。
原許可証の社名変更については、ライセンス交付窓口あてにご相談ください。NACCSシステムで原許可証の訂正申請(社名変更)が可能です。
CP／CLの変更手続きは、NACCSシステムで行うことはできません。経済産業省 貿易管理部 安全保障貿易検査官室へご確認ください。
安全保障貿易検査官室（輸出者等遵守基準や輸出管理内部規程CP関連）：TEL:03-3501-2841

tel:03-3501-2841
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VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

ケース【２】: 分社化による社名変更
A社では、3ヶ月後に分社化して、A社の法人番号はX社が引継ぎ、新たにY社が設立します。

質問１）A社では貿サブIDがありません。新設するX社(又はY社)で、外為法手続きの電子申請を
行う予定の場合、予め、X社(又はY社)として貿サブIDの新規取得を準備できますか？

質問２）A社で取得した貿サブIDを、 A社の法人番号を引き継ぐX社で継承するための手続きは？
質問３）A社で取得した貿サブIDを、A社の輸出管理業務を引き継ぐY社(法人番号の異なるY社)

で継承するための手続きは？

４．会社名の変更について

回答

１）社名変更等の申請者届出(新規／変更)は、有効となる日以前に予め届出の手続きを行って、事前にシステムへの登録を完了させれば、
有効となる日時点で変更内容が更新されます。登記が完了していない場合や、電子申請を急ぐ特段の事情がある場合は、ご相談ください。

２）分社化される法人が同一法人番号の場合、すなわちA社の法人番号を継承するX社が、A社の貿サブIDを引継ぐ場合は、A社からX社へ
の社名変更の手続き（前頁のケース【1】）が必要です。

３）分社化される法人が同一法人番号で無い場合、すなわちA社とは法人番号の異なるY社が、A社の貿サブIDを引き継ぐ場合は、別会社に
事業(輸出管理業務)を引き継ぐことと同義とお考えください。A社からY社への地位の継承の手続きが必要です。A社の貿サブIDをY社でそのまま
使うことは可能ですが、NACCSセンター及び経済産業省 電子化・効率化推進室へ事前にご相談の上、地位の継承の手続きをお願いします。

※NACCS利用者IDの地位の継承については、「NACCS掲示板→よくある問合せ→地位の継承」をご参照ください。
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/qanda/docs-keiyaku/2014052100012/

NACCS（外為法関連業務）の利用者IDの会社名は、法人番号での登録です。
利用者IDを廃止すると、当該IDで取得した原許可証のアクセス権限が無くなります。

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/qanda/docs-keiyaku/2014052100012/
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VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

ケース【３】: 事業合併による社名変更
A社では、3ヶ月後にB社を合併して、A社の法人番号は変更せず、B社は消滅します。

質問１）貿サブIDのあるA社が、貿サブIDの無いB社を合併するにあたり、手続きは必要ですか？
質問２）貿サブIDの無いA社が、貿サブIDのあるB社を合併して、B社のIDを継承できますか？
質問３）A社もB社も貿サブIDを取得しています。A社がB社を吸収する場合、B社のIDを廃止しな

ければなりませんか？B社が取得した原許可証(電子)を、A社は継承できますか？

４．会社名の変更について

回答

１）特段、手続きは不要です。事業合併後も、そのままA社の貿サブIDをご利用いただけます。但し、事業合併にともなう代表者や本店住所
等の貿サブIDとして登録された申請者情報に変更が生じた場合、経済産業省への申請者届出の変更が必要です。

２）事業合併後に、B社の貿サブIDを、A社として引き継ぐために、A社からの地位の継承の手続きが必要です。
※NACCS利用者IDの地位の継承については、「NACCS掲示板→よくある問合せ→地位の継承」をご参照ください。
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/qanda/docs-keiyaku/2014052100012/

３）貿サブID(V1で始まる5桁)は、法人につき1つ有するため、事業合併後のA社で、A社とB社の貿サブIDを2つ所有することはできません。
A社の貿サブIDを活かす場合、B社の貿サブIDは廃止しなければなりません。貿サブIDを廃止した場合、当該IDで取得した原許可証(電子)の
アクセス権限が消滅します。IDを廃止する前に、交付済み電子ライセンスの裏書(残数)を確認し、必要なデータを電子から紙に移行するための
紙切替の処置が必要です。
B社が取得した原許可証(電子)は、紙交付に切り替えて、紙ライセンスとしてA社が継承することになります。原許可証(電子)の交付窓口、又は
電子化・効率化推進室あてに、ID廃止前に、必ずご相談ください。

NACCS外為法関連業務利用者ID（貿サブID)の会社名は、法人番号での登録です。
利用者IDを廃止すると、当該IDで取得した原許可証のアクセス権限が無くなります。

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/qanda/docs-keiyaku/2014052100012/
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VII. 申請者情報の登録/変更に関するケーススタディ

ケース【４】: 業界再編による社名変更
A社とB社が、3ヶ月後にC社として新しい法人番号を取得します。A社とB社は消滅します。

質問１）A社(又はB社)の一方が取得した貿サブIDを、C社が継承できますか？
質問２）貿サブIDをA社もB社も保有する場合、統合後に、C社が2社のIDを取得できますか？
質問３）貿サブIDをA社もB社も保有しており、A社の貿サブIDをC社が継承する場合、B社のIDを

廃止しなければなりませんか？B社が取得した原許可証(電子)をC社は継承できますか？

４．会社名の変更について

NACCS外為法関連業務利用者ID（貿サブID)の会社名は、法人番号での登録です。
利用者IDを廃止すると、当該IDで取得した原許可証のアクセス権限が無くなります。回答

１）新しい法人番号でC社を新設する場合、A社(又はB社)の取得した貿サブIDを継承することは、別会社に貿サブ(外為法関連)事業を引き
継ぐことと同義とお考えください。 A社(又はB社)からC社への地位の継承の手続きが必要です。 A社(又はB社)の貿サブIDをC社でそのまま使う
ことは可能ですが、NACCSセンター及び経済産業省 電子化・効率化推進室へ事前にご相談の上、地位の継承の手続きをお願いします。

※NACCS利用者IDの地位の継承については、「NACCS掲示板→よくある問合せ→地位の継承」をご参照ください。
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/qanda/docs-keiyaku/2014052100012/

２）貿サブID(V1で始まる5桁)は、法人につき1つ有するため、A社とB社の貿サブIDを2つともにC社が所有することはできません。 A社とB社の
貿サブIDを廃止してC社が新規で貿サブIDを取得するか、或いはA社かB社の一方の貿サブIDを残して、他方を廃止することが必要です。

３）C社では、A社の貿サブIDを継承する場合、B社の貿サブIDは廃止しなければなりません。貿サブIDを廃止した場合、当該IDで取得した原
許可証(電子)のアクセス権限が消滅します。IDを廃止する前に、交付済み電子ライセンスの裏書(残数)を確認し、必要なデータを電子から紙に
移行するための紙切替の処置が必要です。
C社は、A社の原許可証(電子)を継承しつつ、B社が取得した原許可証(電子)は、紙交付に切り替えて、紙ライセンスとしてC社が継承すること
になります。原許可証(電子)の交付窓口、又は電子化・効率化推進室あてに、ID廃止前に、必ずご相談ください。

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/qanda/docs-keiyaku/2014052100012/

